
基準

100 CFU/ｍL　以下

検出されないこと

0.04ｍｇ/L以下

10ｍｇ/L　以下

200ｍｇ/L　以下

3ｍｇ/Ｌ　以下

5.8以上8.6以下

異常でないこと

異常でないこと

5度以下

2度以下

－

判定 上記検査項目については、水質基準に　適合　します。

1　検査方法：平成１５年７月２２日厚生労働省告示第２６１号による

2　基準値：水質基準に関する省令（平成１５年５月３０日厚生労働省令第１０１号）

味

臭気

色度 1未満

0.5未満濁度

正常

正常

備考

0.5残留塩素

検査機関

採水場所

試料名

採取月日

検査月日

真清水丸

飲料水

令和7年11月4日

7.2

0 CFU/ｍL

0.004ｍｇ/L未満

0.8ｍｇ/L

5.9ｍｇ/L

0.3ｍｇ/Ｌ未満

検査結果

不検出

水質検査結果

令和7年11月4日　～　令和7年11月18日

一般財団法人　新日本検定協会

検査項目

一般細菌

大腸菌

亜硝酸態窒素

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

塩化物イオン

有機物

pH値


